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（１） 調査の在り方について

調査設計

（２） 新型コロナウイルス感染症の影響の把握について

（３） 看護の処遇改善による効果の把握について

（４） 委託費や経費の把握について

（５） 薬局の機能に応じた経営状況の把握について

（６） 保険薬局における医薬品の備蓄状況の把握について

（７） 有効回答率（数）の向上について

検討すべき事項（案）

調査項目

有効回答率

（８） 医療法人の事業報告書等の活用や医療法人の経営情報のデータベースとの関連に

ついて

その他
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【前回の調査実施小委（令和４年10月26日）での主な意見】

〇 単月調査については、季節や個別の要因等の影響を受けやすい等の課題があったため、

今回は、「単月調査を行わない代わりに抽出率を高める提案がされた」と理解。

○ コロナ禍における影響が排除できず、平時の参考月が不明瞭である状況の中での前回
同様の調査の実施には疑問。

○ 回答率も低く、かなりの負担であるということ。整理してなるべく簡素化を。

○ 有効回答率がかなり低く、精緻な結果を得るためには、回答率の向上が必要。

○ ウィズコロナへの流れを前提にすれば、今回は通常の考え方に戻すことを視野にいれ
ながら検討すべきではないか。

○ 次回調査においては、単月調査を廃止することとしてはどうか。

○ また、単月調査の廃止に伴い、抽出率の引き上げを行う（後述（７））こととしてはど
うか。
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（１）調査の在り方について①（単月調査）



【前回の調査実施小委（令和４年10月26日）での主な意見】

〇 調査の簡素化について賛成だが、相対的に必要性の低い項目の整理は必要。

○ 調査項目の優先度を十分に検討する必要がある。他の調査で検証可能なデータや活用され
ていない既存のデータについては、優先度が高くないのではないか。

○ 「損益」における

・介護収益の内訳（施設サービス収益、居宅サービス収益、その他の介護収益）
・税金の内訳（法人税、住民税、事業税）

を廃止することとしてはどうか。

4

（１）調査の在り方について②（調査項目の簡素化）
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（参考）介護収益に係る内訳の集計状況

○ 直近事業年度における介護収益は、一般病院（集計２・全体）で２．１％、一般診療所（全体
（青色申告者を含まず））で２．１％、歯科診療所（全体（青色申告者を含まず））で１．１％、保険
薬局で０．５％の構成比となっている。

（令和３年医療経済実態調査）

※ 病院の集計１については、介護収益における内訳を公表していない。
※ 一般診療所（青色申告者）及び歯科診療所（青色申告者）については、介護収益の内訳の回答を省略できる。
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（参考）税金に係る内訳の集計状況

○ 税金の内訳については、公表を行っていない。

（令和３年医療経済実態調査）



（２）新型コロナウイルス感染症の影響の把握について
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○ 以下の調査項目を廃止することとしてはどうか。

＜病院＞
・これまでの新型コロナウイルス感染症入院患者等の受入実績
・これまでの新型コロナウイルス感染症の院内感染（クラスターの発生を含む）の有無

＜一般診療所＞
・新型コロナウイルス感染症疑い患者の受入状況

○ 一方で、新型コロナウイルス感染症に係るクラスターの発生の有無に関する調査項目を
設けることについて、どのように考えるか。

【前回の調査実施小委（令和４年10月26日）での主な意見】

〇 「新型コロナウイルス感染症の影響の把握」は大変重要な調査項目であるが、実際に
調査を実施した結果、有用性が少なかったものを簡素化することについては了承したい。



（参考）第23回医療経済実態調査 調査票（抜粋）
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病院調査票

一般診療所調査票

第１ 基本データ

第１ 基本データ

第２－１ 損益（年度）

第２－１ 損益（年度）



（３）看護の処遇改善による効果の把握について
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○ 病院調査票における基本データに「看護職員処遇改善評価料」の算定の有無を問う調
査項目を追加し、算定の有無別に損益状況の集計をすることとしてはどうか。

○ また、「看護職員等処遇改善事業補助金」についても金額の把握を行い、集計上の工
夫を行うこととしてはどうか。

【前回の調査実施小委（令和４年10月26日）での主な意見】

〇 きちんと設計どおりに算定できているか、調査することが重要である一方で、「賃金改善実績
報告書」と重複することがないようにしていただく必要がある。

○ 効果の把握については、是非行っていただきたい。

 ○　看護職員処遇改善評価料の状況 （令和５年４月１日現在、該当する番号を記入してください。）

１ 届出なし 

２ 届出あり

（参考）「看護職員処遇改善評価料」に係る調査票のイメージ



（４）委託費や経費の把握について

○ 「損益」における以下の内訳を追加することとしてはどうか。

「委託費」の内訳 ・「（うち）給食委託費」
・「（うち）人材委託費」（仮）

「経費（その他の医業・介護費用、その他の経費）」の内訳 ・「（うち）水道光熱費」

○ このうち人材に関する委託費について、「（うち）人材委託費」は、医療職と医療職以外の区別を
どのように考えるか。また、いわゆる紹介手数料の把握についてはどのように考えるか。

【前回の調査実施小委（令和４年10月26日）での主な意見】

〇 経費に含まれる「水道光熱費」の把握は必要である。

○ 昨今の物価高騰における医療機関の窮状を把握する意味でも、経費等の把握は必要である
が、調査項目としては、法人としての決算項目に含まれるものにしていただきたい。

○ 簡素化する部分とのメリハリをつけていただきたい。

○ 給食費や光熱水費について増加がみられるため、負担にも留意しつつ、何らかの形で
把握できるとよい。
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（参考）病院会計準則における損益計算書の様式例（一部抜粋）
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〇給食委託費
・外部に委託した給食業務の対価としての費用

〇水道光熱費

・電気、ガス、水道、重油などの費用。ただし、車
両関係費に該当するものは除く。

【別表勘定科目の説明より】



（５）薬局の機能に応じた経営状況の把握について
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○ 保険薬局の基本データについて、
「地域連携薬局」、「専門医療機関連携薬局」、「健康サポート薬局」の該当の有無を問う調
査項目を追加し、当該類型ごとに損益状況の集計を行うこととしてはどうか。

○ 「専門医療機関連携薬局」については、現在、全国で約１００件程度であることを踏まえ、
今回は全数を対象としてはどうか（次回以降の取扱いについては、今後検討。）。

【前回の調査実施小委（令和４年10月26日）での主な意見】

○ 専門医療機関連携薬局について、都道府県によっては、門前薬局や敷地内薬局を認定
していることも予想されるため、医薬・生活衛生局において、こうした認定の実態につ
いて、データを示してもらいたい。

○ 健康サポート薬局について、主に保険医療外のサービスに着目した薬局類型であり、
医療経済実態調査の目的との関係性をよく整理しておく必要がある。

○ 事務局の提案について、特段異議はない。この結果をもってどこまで傾向がつかめる
かわからないが、何らかのパラメーターとして活用するのも一つの方法ではないか。



（６）保険薬局における医薬品の備蓄状況の把握について
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○ 保険薬局の基本データについて、一般用備蓄医薬品品目数を調査する項目を追加す
ることとしてはどうか。

【前回の調査実施小委（令和４年10月26日）での主な意見】

〇 健康サポート薬局について、医薬・生活衛生局で議論した際には、一般用医薬品の品
目数についても議論されたと承知している。
医療経済実態調査で調べるというよりも、医薬・生活衛生局が中心となって検討すべ

きではないか。

○ 事務局の提案について、特段異議はない。この結果をもってどこまで傾向がつかめる
かわからないが、何らかのパラメーターとして活用するのも一つの方法ではないか。



（７）有効回答率（数）の向上について①（回答意欲の喚起、負担軽減）
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【前回の調査実施小委（令和４年10月26日）での主な意見】

〇 フィードバックの送付、レイアウトの見直しや電子調査票での提出など、様々な工夫
をしていくことについて了承する。

○ 必要な項目のみを聞けるように項目の整理・簡素化をお願いしたい。

○ Ｗｅｂ回答の有効回答率が高いため、積極的な周知を。

○ 抽出率、簡素化、電子調査票の推進については、大いに賛成したい。

○ 調査の理解について、関係団体への協力をお願いしたい。

○ 調査協力依頼文書と併せて回答施設に対するフィードバックの見本を送付する、関係団体への
調査協力依頼対象先を増やすといった取組を、引き続き、進めていくこととしてはどうか。

○ 調査票の簡素化を実施するとともに、調査票について、レイアウトの抜本的な見直しを実施して
はどうか。

○ 引き続き、電子調査票の利用を促進することとしてはどうか。



(参考)調査票のレイアウト変更のイメージ

【第２３回調査票】 【第２４回調査票（案）】
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（７）有効回答率（数）の向上について②（抽出率）
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【前回の調査実施小委（令和４年10月26日）での主な意見】

○ 調査結果の精度向上のためにも、抽出率をあげることも検討すべきではないか。

○ 抽出率も有効回答率も低いなかで、十分な議論ができるか疑問。

○ 診療科別の分析が必要な場合もあるが、診療科別とすると信頼できるデータにはなら
ず、バラツキも大きくなる。

○ 有効回答数については、抽出率×有効回答率であり、確率論的にいうと疑問。
保険者調査の回答率との差など、別観点からも検討いただきたい。

○ 単月調査の廃止（前述（１））に伴い、一般診療所の抽出率について、１／２０から１／１５
へ引き上げることとしてはどうか。

○ なお、今後の調査の抽出率については、引き続き、引き上げを行う方向で議論を継続することと
してはどうか。



（７）有効回答率（数）の向上について③（回答の偏りへの対応）
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【前回の調査実施小委（令和４年10月26日）での主な意見】

○ 回答率が半分しかないことも懸念であり、代表のサンプルとなっているか信頼ができ
ない。ＤＰＣ調査のように、全施設が回答することも含めて検討すべきではないか。

○ 回答する医療機関、回答しない医療機関の偏りが問題になる。

○ 前回調査における有効回答率について分析したところ、次の（参考）のとおりであった。

○ これを踏まえ、未回答施設への督促及び無効回答施設への疑義照会にあたっては、特に、有
効回答率が低い開設主体等へ重点的に対応することとしてはどうか。



（参考）非回答施設及び無効回答施設の分析

開設
主体

調査
対象
施設数

調査
回答
施設数

回答率
有効
回答
施設数

有効
回答率

前々回
の有効
回答率

国立 30 22 73.3% 22 73.3% 62.5%

公立 237 181 76.4% 172 72.6% 77.4%

公的 75 48 64.0% 44 58.7% 72.4%

社会保険関係 12 6 50.0% 6 50.0% 63.6%

医療法人 1,636 935 57.2% 764 46.7% 46.3%

個人 37 14 37.8% 10 27.0% 33.9%

その他の法人 278 220 79.1% 200 71.9% 70.8%

全体 2,305 1,426 61.9% 1,218 52.8% 53.3%

開設
主体

調査対
象施設
数

調査回
答施設
数

回答率
有効回
答施設
数

有効
回答率

前々回
の有効
回答率

個人 1,395 875 62.7% 730 52.3% 50.4%

医療法人 1,657 1,110 67.0% 949 57.3% 55.5%

その他 62 41 66.1% 27 43.5% 51.8%

全体 3,114 2,026 65.1% 1,706 54.8% 53.1%

開設
主体

調査対
象施設
数

調査回
答施設
数

回答率
有効回
答施設
数

有効
回答率

前々回
の有効
回答率

個人 825 584 70.8% 485 58.8% 54.4%

医療法人 235 167 71.1% 138 58.7% 63.8%

その他 4 2 50.0% 2 50.0% 50.0%

全体 1,064 753 70.8% 625 58.7% 56.2%

開設
主体

調査対
象施設
数

調査回
答施設
数

回答率
有効回
答施設
数

有効
回答率

前々回
の有効
回答率

個人 82 47 57.3% 40 48.8% 64.8%

法人 1,810 1,086 60.0% 864 47.7% 54.8%

全体 1,892 1,133 59.9% 904 47.8% 55.3%

【病院】

【一般診療所】

【歯科診療所】

【保険薬局】

○ 前回調査においては、病院における社会保険関係、医療法人、個人の有効回答率が相対的
に低い結果となっている。

○ 保険薬局については、前々回の有効回答率から７．５％低下している。

（令和３年医療経済実態調査）
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⑧ 医療法人の事業報告書等の活用や医療法人の経営情報のデータベースとの関連について
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○ 医療経済実態調査と医療法人の経営情報のデータベースについて比較したところ、次の
（参考）のとおり差異が確認された。

○ 「医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会」における議論及び今後
の法改正等の動向を注視しつつ、引き続き検討を行うこととしてはどうか。

【前回の調査実施小委（令和４年10月26日）での主な意見】

〇 共通する項目については、フォーマットを共通化して回答する医療機関側の手間を軽
減すべき。

○ あくまで参考値としての活用であり、中医協では実調を中心に議論を行うべきではな
いか。

○ 同じ内容であれば個別に出してもらうのは負担であり、そういうことのないように。
全数把握できるのは大変魅力的であり、データを活用できるように医政局とも調整

を。



（参考）医療経済実態調査と医療法人の経営情報のデータベースの比較
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医療経済実態調査 医療法人の経営情報のデータベース（案）（※）

根拠法 ・統計法 ・医療法（予定）

目的

・病院、一般診療所、歯科診療所及び保険
薬局における医業経営等の実態を明らかに
し、社会保険診療報酬に関する基礎資料を
整備すること

・医療法人の医療にかかる経営情報を把握・
分析し、政策の企画・立案に活用するととも
に、分析結果を国民に丁寧に説明すること

対象施設

・病院
・一般診療所
・歯科診療所
・保険薬局

・病院（医療法人立）
・一般診療所（医療法人立）
・歯科診療所（医療法人立）

抽出率

・病 院 １／３
※特定機能病院、歯科大学病院、こども病院は１／１

・一般診療所 １／20
・歯科診療所 １／50
・保険薬局 １／25

・全ての医療法人
※法人税法上で社会保険診療報酬の所得計算の特例措置
を受ける医療法人を除く

調査内容の
主な違い

・診療収益のうち、「保険診療収益」、「公害
等診療収益」は必須回答
・給与費の内訳は、「通勤手当」、「福利厚生
費」のみ

・「職種別の給与費合計（事業年度）」は、必
須回答

・診療収益のうち、「保険診療収益」、「公害
等診療収益」は任意回答
・給与費の内訳は、「給料」、「賞与」、「賞与
引当金繰入額」、「退職給付費用」、「法定福
利費」
・「職種別の１人当たり給与費（暦年）」は、任
意回答

（※）令和４年11月９日付「医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会 「医療法人の経営情報のデータベース」の
在り方に関する報告書」に基づく。


